
 

昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の

基準を定める件（平成２０年１２月９日国土交通省告示第１４４７号） 
 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十九条の七第三号の規定に基づき、昇

降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準を次のよ

うに定める。 

建築基準法施行令第百二十九条の七第三号に規定する昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそ

れのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準は、次のとおりとする。 

 一 施錠装置は、昇降路の出入口の戸の昇降路内に面する部分に堅固に取り付けられたものであるこ

と。 

 二 施錠装置は、昇降路の出入口の戸が閉じた場合に、当該戸を自動的かつ機械的に施錠するもので

あること。 

三 施錠装置は、かごが戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ昇降路外か

ら解錠することができないものであること。 

 四 施錠装置は、施錠された昇降路の出入口の戸に昇降路外の人又は物による衝撃が作用した場合に

おいて、当該戸が容易に開かないよう、施錠された状態を保持することができるものであること。 

 五 施錠装置は、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いたもの、又は有効なさび止め若しくは防腐の

ための措置が講じられたものであること。 

六 施錠装置の係合部分は、七ミリメートル以上であること。 

 附 則 
この告示は、平成二十一年九月二十八日から施行する。 




